
議案第６３号 
 
 
　　　道の駅みさきの設置及び管理に関する条例の一部改正について 
 
 

道の駅みさきの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例を別紙のと

おり定める。 
 
 
　　令和７年１２月３日提出 
 
 

　　　岬町長　田　代　　　堯　　 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
提　案　理　由 
　道の駅みさきに隣接する稲荷池周辺箇所を道の駅利用者や町民の憩いの広場

とするよう整備を進め、今般完了したことから、同広場を道の駅施設として位

置づけるため、本条例に所要の改正を行うものです。  
 
 



岬町条例第　　号 
 

道の駅みさきの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例（案） 
 

道の駅みさきの設置及び管理に関する条例（平成２６年岬町条例第２２号）

の一部を次のように改正する。 
第４条に次の１号を加える。 

　⑺　稲荷池憩いの広場 
附　則 

この条例は、令和８年１月１日から施行する｡
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